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第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について

第３期子ども・子育て支援事業計画

⇒古河市こども計画に内包され、古河市における教育・

 保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確

 保など、子ども・子育て支援法に基づく業務を円滑に

 実施するための計画。

【主な改訂事項】

 ①満３歳児以上限定小規模保育事業の全国実施に伴う

  もの 

 ②・乳児等通園支援事業の開始に伴うもの

  ・乳児等通園支援事業の連携に関するもの

【改訂理由】国基本指針の改訂のため



第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について

【改訂事項①】

 ・令和８年４月より全国で満３歳児以上を対象とした  

  小規模保育事業の創設が可能となった。

 ※これまでは国から認定された限られた地域のみ（特

  区）で実施可能とされていた。

 

 ・市町村において、満３歳以上限定小規模保育を利用

  するこどもの必要利用定員総数を計画に記載するこ

  とが必須とされた。



表記を統一するために修正。
※今回の改訂趣旨とは異な
ります。

表記を統一するために修正。
※今回の改訂趣旨とは異な
ります。

小規模保育施設（地域型保育事業）を追加
古河市では保育の需要（量の見込み）に対し、各施
設の利用定員（確保方策）の数が上回っている状況。
そのため、満３歳児以上限定の小規模保育施設を求
める必要性が無い。

【改訂事項①】

第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について



確保人数の説明を追加

【改訂事項①】

第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について



第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について

【改訂事項②】

・乳児等通園支援事業の開始に伴うもの

  令和８年４月より全国で乳児等通園支援制度（こど  

  も誰でも通園制度）が、給付制度として創設のため  

  必要な変更を行うこととされた。

 ※これまでは地域子ども・子育て支援事業（例：病児

  保育、一時預かりなど）に含まれる事業の一つ。

・乳児等通園支援事業の連携に関するもの

  市町村において、教育・保育施設と乳児等通園支援

  事業者との連携・接続に関する推進方策を計画に

  記載することが必須とされた。



第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について

【改訂事項②】

 ３-１６．地域子ども・子育て支援事業
→４乳児等通園支援事業へ変更



第３期子ども・子育て支援事業計画の改訂について

【改訂事項②】

 乳児等通園支援事業を利用するこども（０歳6か月～満
３歳未満で保育認定を受けていない）が、教育・保育を
必要とした際に、円滑に入園できるように、古河市が保
育園や認定こども園等の事業者と、乳児等通園支援事業
を実施する事業者との連携役になることを示す。


